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第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
設
置
の
届
出
等
）

第
四
条　

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
設
置
の
届
出
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
の

認
可
の
申
請
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
六
条
第
一
号
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
一
条
第

一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
様
式
第
七
号
」
を

「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
条
第
一
項
又
は
第

三
項
」
を
「
第
三
条
第
八
項
」
に
、
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
に
係
る
協
議
書　

様
式
第
九
号

　

第
六
条
に
次
の
四
号
を
加
え
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

六　

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
可
通
知
書　

様
式
第
十

三
号

　

七　

法
第
十
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
可
に
係
る

協
議
書　

様
式
第
十
四
号

　

八　

法
第
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
不
認
可
通
知
書　

様

式
第
十
五
号

　

九　

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
認
可
取
消
通
知
書

　

様
式
第
十
六
号

　

第
五
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
変
更
の
届
出
等
）

第
五
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
届
出
書
等
の
様
式
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
設
置
者
変
更
の
届
出
書
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

設
置
者
変
更
の
認
可
申
請
書　

様
式
第
四
号

　

二　

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
若
し
く
は
休
止
の
届
出
書
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
廃
止
若
し
く
は
休
止
の
認
可
申
請
書　

様
式
第
五
号

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

　

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（
子
育
て
支
援
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（
子
育
て
支
援
課
）…
…
…
…

五
四

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

　
　
　

る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
（
平
成
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）

及
び
」
を
「
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
。
以
下
「
主
務
省

令
」
と
い
う
。
）
、
」
に
改
め
、
「
第
五
十
四
号
）
」
の
下
に
「
及
び
福
岡
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
」
を
加

え
る
。

「利
用
者
負
担
額

　園
児
が
居
住
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
を
毎
月
徴
収
す
る

。そ
の
ほ
か、
下
記
の
費
用
を
徴

収
す
る

。

○
　上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
に
関
す
る
保
護
者
か
ら
の
同
意
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

　

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

※

①
　上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
を
行
う
場
合
は、
利
用
者
負
担
額
設
定
に
当
た
っ
て
の
考

え
方
を
添
付
す
る
こ
と

（様
式
は
自
由

）
。

　②
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

　
　
　こ
と

。 

」　

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
二
号
）
中
「認

定
こ
ど
も
園
に
固
有
の
事
情
と
し
て
配
慮
を
行
う
こ
と

」

を
「認

定
こ
ど
も
園
と
し
て
配
慮
し
て
い
る
点

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
六
号
）
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

　

三　

法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
主
務
省
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
書　

様

式
第
六
号

２　

主
務
省
令
第
二
十
八
条
第
一
号
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
保
育
を
必

要
と
す
る
子
ど
も
以
外
の
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
十
分
の
一
と
す
る
。

３　

主
務
省
令
第
二
十
八
条
第
二
号
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
変
更
は
、
保
育
に
従
事
す
る
者
の
増

加
に
係
る
変
更
及
び
保
育
に
従
事
し
な
い
者
の
増
減
に
係
る
変
更
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「児

童
福
祉
法
第
39条
第
１
項
に
規
定
す
る
保
育
に
欠
け
る

」
を
「保

育
を
必
要
と

す
る

」
に
改
め
、
「※

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

（平
成
18年
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
第
３
号

）第
２
条
に
掲
げ
る
事
業
か

ら
選
択
す
る
こ
と

。
」
及
び
「保

護
者、
職
員、
地
域
等
に
対
す
る
事
前
説
明
の
状
況

（説
明
会
の
開

催
日、
出
席
者
数、
説
明
内
容、
質
疑
の
概
要
等

）、
⑬

」
を
削
り
、
「議

事
録

」
の
次
に
「、

⑬
就

学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
５
項
の

基
準
に
係
る
誓
約
書

（別
添
第
７
号

）
」
を
加
え
、
同
様
式
の
（
別
添
第
一
号
）
中

「利
用
料

※

①
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

こ
と

。

　②
　保
育
料
以
外
に
負
担
金
等
を
徴
収
す
る
予
定
が
あ
る
場
合
に
も、
関
係
資
料
を
添
付
す

る
こ
と

。

　③
　私
立
認
定
保
育
所
の
場
合
に
あ
っ
て
は、
市
町
村
の
保
育
料
が
分
か
る
資
料
を
添
付
す

る
と
と
も
に、
保
育
料
設
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
添
付
す
る
こ
と

（様
式
は
自
由

）

　
　
　

。 

」　

目
　
　
　
次

再
　
　
　
掲
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第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
設
置
の
届
出
等
）

第
四
条　

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
設
置
の
届
出
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
の

認
可
の
申
請
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
六
条
第
一
号
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
一
条
第

一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
様
式
第
七
号
」
を

「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
条
第
一
項
又
は
第

三
項
」
を
「
第
三
条
第
八
項
」
に
、
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
に
係
る
協
議
書　

様
式
第
九
号

　

第
六
条
に
次
の
四
号
を
加
え
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

六　

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
可
通
知
書　

様
式
第
十

三
号

　

七　

法
第
十
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
可
に
係
る

協
議
書　

様
式
第
十
四
号

　

八　

法
第
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
不
認
可
通
知
書　

様

式
第
十
五
号

　

九　

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
認
可
取
消
通
知
書

　

様
式
第
十
六
号

　

第
五
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
変
更
の
届
出
等
）

第
五
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
届
出
書
等
の
様
式
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
設
置
者
変
更
の
届
出
書
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

設
置
者
変
更
の
認
可
申
請
書　

様
式
第
四
号

　

二　

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
若
し
く
は
休
止
の
届
出
書
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
廃
止
若
し
く
は
休
止
の
認
可
申
請
書　

様
式
第
五
号

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

　

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（
子
育
て
支
援
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（
子
育
て
支
援
課
）…

…
…
…

五
四

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

　
　
　

る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
（
平
成
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）

及
び
」
を
「
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
。
以
下
「
主
務
省

令
」
と
い
う
。
）
、
」
に
改
め
、
「
第
五
十
四
号
）
」
の
下
に
「
及
び
福
岡
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
」
を
加

え
る
。

「利
用
者
負
担
額

　園
児
が
居
住
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
を
毎
月
徴
収
す
る

。そ
の
ほ
か、
下
記
の
費
用
を
徴

収
す
る

。

○
　上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
に
関
す
る
保
護
者
か
ら
の
同
意
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

　

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

※

①
　上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
を
行
う
場
合
は、
利
用
者
負
担
額
設
定
に
当
た
っ
て
の
考

え
方
を
添
付
す
る
こ
と

（様
式
は
自
由

）
。

　②
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

　
　
　こ
と

。 

」　

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
二
号
）
中
「認

定
こ
ど
も
園
に
固
有
の
事
情
と
し
て
配
慮
を
行
う
こ
と

」

を
「認

定
こ
ど
も
園
と
し
て
配
慮
し
て
い
る
点

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
六
号
）
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

　

三　

法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
主
務
省
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
書　

様

式
第
六
号

２　

主
務
省
令
第
二
十
八
条
第
一
号
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
保
育
を
必

要
と
す
る
子
ど
も
以
外
の
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
十
分
の
一
と
す
る
。

３　

主
務
省
令
第
二
十
八
条
第
二
号
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
変
更
は
、
保
育
に
従
事
す
る
者
の
増

加
に
係
る
変
更
及
び
保
育
に
従
事
し
な
い
者
の
増
減
に
係
る
変
更
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「児

童
福
祉
法
第
39条
第
１
項
に
規
定
す
る
保
育
に
欠
け
る

」
を
「保

育
を
必
要
と

す
る

」
に
改
め
、
「※

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

（平
成
18年
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
第
３
号

）第
２
条
に
掲
げ
る
事
業
か

ら
選
択
す
る
こ
と

。
」
及
び
「保

護
者、
職
員、
地
域
等
に
対
す
る
事
前
説
明
の
状
況

（説
明
会
の
開

催
日、
出
席
者
数、
説
明
内
容、
質
疑
の
概
要
等

）、
⑬

」
を
削
り
、
「議

事
録

」
の
次
に
「、

⑬
就

学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
５
項
の

基
準
に
係
る
誓
約
書

（別
添
第
７
号

）
」
を
加
え
、
同
様
式
の
（
別
添
第
一
号
）
中

「利
用
料

※

①
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

こ
と

。

　②
　保
育
料
以
外
に
負
担
金
等
を
徴
収
す
る
予
定
が
あ
る
場
合
に
も、
関
係
資
料
を
添
付
す

る
こ
と

。

　③
　私
立
認
定
保
育
所
の
場
合
に
あ
っ
て
は、
市
町
村
の
保
育
料
が
分
か
る
資
料
を
添
付
す

る
と
と
も
に、
保
育
料
設
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
添
付
す
る
こ
と

（様
式
は
自
由

）

　
　
　

。 

」　

年
　
齢

歳歳歳歳歳歳

短
時
間
利
用
児

長
時
間
利
用
児

備
　
考

有
　
無

内
容
・
理
由

金
　
額

上
乗
せ
徴
収

□
有
　
　
□
無

実
費
徴
収

□
有
　
　
□
無

を

に
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様
式
第
一
号
の
（
別
添
第
六
号
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様
式
第
八
号
中
「
（第

６
条
関
係

）
」
を
「
（第

７
条
関
係

）
」
に
、
「第

10条
第
１
項

」
を
「第

７
条
第
１
項

」
に
、
「第

11条
第
１
項

」
を
「第

８
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号

と
す
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「
（第

６
条
関
係

）
」
を
「
（第

７
条
関
係

）
」
に
、
「第

10第
１
項

」
を
「第

７

条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
し
、
様
式
第
六
号
中
「
（第

６
条
関
係

）
」
を
「

（第
７
条
関
係

）
」
に
、
「施

設
設
置
者

」
を
「申

請
者

」
に
改
め
、
「就

学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

教
育、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

」
の
次
に
「
（平

成
18年
法
律
第
77号

）
」

を
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
し
、
様
式
第
五
号
中
「
（第

６
条
関
係

）
」
を
「
（第

７
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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※

①
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

こ
と

。

　②
　保
育
料
以
外
に
負
担
金
等
を
徴
収
し
た
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る
こ
と

。　
　

」

「利
用
者
負
担
額

　

園
児
が
居
住
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
を
毎
月
徴
収
す
る

。そ
の
ほ
か、
下
記
の
費
用
を

徴
収
す
る

。

○　

上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
に
関
す
る
保
護
者
か
ら
の
同
意
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

　
　

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

※

①
　上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
を
行
っ
て
い
る
場
合
は、
利
用
者
負
担
額
設
定
に
当
た
っ

て
の
考
え
方
を
添
付
す
る
こ
と

（様
式
は
自
由

）
。

　②
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

　
　
　こ
と

。 

」　

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
二
号
）
中
「認

定
こ
ど
も
園
に
固
有
の
事
情
と
し
て
配
慮
を
行
っ
た
こ
と

」
を
「認

定
こ
ど
も
園
と
し
て
配
慮
し
た
点

」
に
、

「同
一
年
齢
の
子
ど
も
に
つ
い
て
複
数
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
場
合
は、
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
入
す
る
こ

　と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「同
一
年
齢
の
子
ど
も
に
つ
い
て
複
数
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
場
合
は、
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
入
す
る
こ

と

。

　

３
歳
以
上
児
に
つ
い
て
は、

（　

）内
に

「教
育
及
び
保
育
相
当
時
間
利
用
児

」を
内
数
で
記

　載
す
る
こ
と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
五
号
）
中

　
「　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

を

　

様
式
第
四
号
中
「
（第

５
条
関
係

）
」
を
「
（第

６
条
関
係

）
」
に
改
め
、
「運

営
状
況
報
告
書

」

の
次
に
「
（幼

保
連
携
型
以
外

）
」
を
加
え
、

「施
設
設
置
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
　

」　

を

「　
　
　
　

住
所

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　

設
置
者
　主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　
　
　
　
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）印
　

」

「

」

「　

＊　

定
員
数
を

（　

）内
に
記
載
す
る
こ
と

。 

」

改
め
、
「
（別

添
第
３
号
又
は
別
添
第
３
号
の
２

）
」
の
次
に
「・

献
立
表

（１
か
月
分

）
」
を
加
え

、「
（５

）職
員
研
修
報
告
書

（別
添
第
５
号

）
」　

を

「
（５

）職
員
研
修
報
告
書

（別
添
第
５
号

）

　

（６

）決
算
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

に
改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
一
号
）
中

「利
用
料

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
そ
の
一
と
し

、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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※

①
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

こ
と

。

　②
　保
育
料
以
外
に
負
担
金
等
を
徴
収
し
た
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る
こ
と

。　
　

」

「利
用
者
負
担
額

　

園
児
が
居
住
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
を
毎
月
徴
収
す
る

。そ
の
ほ
か、
下
記
の
費
用
を

徴
収
す
る

。

○　

上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
に
関
す
る
保
護
者
か
ら
の
同
意
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

　
　

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

※

①
　上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
を
行
っ
て
い
る
場
合
は、
利
用
者
負
担
額
設
定
に
当
た
っ

て
の
考
え
方
を
添
付
す
る
こ
と

（様
式
は
自
由

）
。

　②
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

　
　
　こ
と

。 

」　

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
二
号
）
中
「認

定
こ
ど
も
園
に
固
有
の
事
情
と
し
て
配
慮
を
行
っ
た
こ
と

」
を
「認

定
こ
ど
も
園
と
し
て
配
慮
し
た
点

」
に
、

「同
一
年
齢
の
子
ど
も
に
つ
い
て
複
数
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
場
合
は、
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
入
す
る
こ

　と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「同
一
年
齢
の
子
ど
も
に
つ
い
て
複
数
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
場
合
は、
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
入
す
る
こ

と
。

　

３
歳
以
上
児
に
つ
い
て
は、

（　

）内
に

「教
育
及
び
保
育
相
当
時
間
利
用
児

」を
内
数
で
記

　載
す
る
こ
と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
五
号
）
中

　
「　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

を

　

様
式
第
四
号
中
「
（第

５
条
関
係

）
」
を
「
（第

６
条
関
係

）
」
に
改
め
、
「運

営
状
況
報
告
書

」

の
次
に
「
（幼

保
連
携
型
以
外

）
」
を
加
え
、

「施
設
設
置
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
　

」　

を

「　
　
　
　

住
所

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　

設
置
者
　主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　
　
　
　
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）印
　

」

「

」

「　

＊　

定
員
数
を

（　

）内
に
記
載
す
る
こ
と

。 

」

改
め
、
「
（別

添
第
３
号
又
は
別
添
第
３
号
の
２

）
」
の
次
に
「・

献
立
表

（１
か
月
分

）
」
を
加
え

、「
（５

）職
員
研
修
報
告
書

（別
添
第
５
号

）
」　

を

「
（５

）職
員
研
修
報
告
書

（別
添
第
５
号

）

　

（６

）決
算
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

に
改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
一
号
）
中

「利
用
料

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
そ
の
一
と
し

、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

報
告
年
月
日
の

前
日
に
お
い
て

保
育
し
て
い
る

子
ど
も
の
数

児
童
福
祉
法
第
39条
第
１
項

に
規
定
す
る
保
育
に
欠
け
る

子
ど
も
の
数

満
３
歳

以
上

児
童
福
祉
法
第
39条
第
１
項

に
規
定
す
る
保
育
に
欠
け
る

子
ど
も
以
外
の
子
ど
も
の
数

満
３
歳

未
満

を

報
告
年
月
日
前

日
に
お
い
て
在

籍
し
て
い
る
子

ど
も
の
数
（
定

員
）

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も

の
数

満
３
歳

以
上

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も

以
外
の
子
ど
も
の
数

　
　
　
　
　
　
　
　
人
　

（
定
員
　
　
　
　
　
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
人
　

（
定
員
　
　
　
　
　
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
人
　

（
定
員
　
　
　
　
　
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
人
　

（
定
員
　
　
　
　
　
人
）

満
３
歳

未
満

に

年
　
齢

歳歳歳

短
時
間
利
用
児

長
時
間
利
用
児

備
　
考

歳歳歳

有
　
無

内
容
・
理
由

金
　
額

上
乗
せ
徴
収

□
有
　
　
□
無

実
費
徴
収

□
有
　
　
□
無

実
施
し
た
研
修

参
　
加
　
者

をを にに
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※

①
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

こ
と

。

　②
　保
育
料
以
外
に
負
担
金
等
を
徴
収
し
た
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る
こ
と

。　
　

」

「利
用
者
負
担
額

　

園
児
が
居
住
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
を
毎
月
徴
収
す
る

。そ
の
ほ
か、
下
記
の
費
用
を

徴
収
す
る

。

○　

上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
に
関
す
る
保
護
者
か
ら
の
同
意
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

　
　

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

※

①
　上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
を
行
っ
て
い
る
場
合
は、
利
用
者
負
担
額
設
定
に
当
た
っ

て
の
考
え
方
を
添
付
す
る
こ
と

（様
式
は
自
由

）
。

　②
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

　
　
　こ
と

。 

」　

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
二
号
）
中
「認

定
こ
ど
も
園
に
固
有
の
事
情
と
し
て
配
慮
を
行
っ
た
こ
と

」
を
「認

定
こ
ど
も
園
と
し
て
配
慮
し
た
点

」
に
、

「同
一
年
齢
の
子
ど
も
に
つ
い
て
複
数
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
場
合
は、
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
入
す
る
こ

　と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「同
一
年
齢
の
子
ど
も
に
つ
い
て
複
数
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
場
合
は、
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
入
す
る
こ

と

。

　

３
歳
以
上
児
に
つ
い
て
は、

（　

）内
に

「教
育
及
び
保
育
相
当
時
間
利
用
児

」を
内
数
で
記

　載
す
る
こ
と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
五
号
）
中

　
「　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

を

　

様
式
第
四
号
中
「
（第

５
条
関
係

）
」
を
「
（第

６
条
関
係

）
」
に
改
め
、
「運

営
状
況
報
告
書

」

の
次
に
「
（幼

保
連
携
型
以
外

）
」
を
加
え
、

「施
設
設
置
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
　

」　

を

「　
　
　
　

住
所

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　

設
置
者
　主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　
　
　
　
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）印
　

」

「

」

「　

＊　

定
員
数
を

（　

）内
に
記
載
す
る
こ
と

。 

」

改
め
、
「
（別

添
第
３
号
又
は
別
添
第
３
号
の
２

）
」
の
次
に
「・

献
立
表

（１
か
月
分

）
」
を
加
え

、「
（５

）職
員
研
修
報
告
書

（別
添
第
５
号

）
」　

を

「
（５

）職
員
研
修
報
告
書

（別
添
第
５
号

）

　

（６

）決
算
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

に
改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
一
号
）
中

「利
用
料

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
そ
の
一
と
し

、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

園
内
研
修

園
外
研
修



11 平成 27 年４月 10 日　金曜日 第３６８４号 増刊①福 岡 県 公 報

※

①
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

こ
と

。

　②
　保
育
料
以
外
に
負
担
金
等
を
徴
収
し
た
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る
こ
と

。　
　

」

「利
用
者
負
担
額

　

園
児
が
居
住
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
を
毎
月
徴
収
す
る

。そ
の
ほ
か、
下
記
の
費
用
を

徴
収
す
る

。

○　

上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
に
関
す
る
保
護
者
か
ら
の
同
意
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

　
　

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

※

①
　上
乗
せ
徴
収
又
は
実
費
徴
収
を
行
っ
て
い
る
場
合
は、
利
用
者
負
担
額
設
定
に
当
た
っ

て
の
考
え
方
を
添
付
す
る
こ
と

（様
式
は
自
由

）
。

　②
　上
記
料
金
の
記
載
に
当
た
り、
当
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は、
関
係
資
料
を
添
付
す
る

　
　
　こ
と

。 

」　

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
二
号
）
中
「認

定
こ
ど
も
園
に
固
有
の
事
情
と
し
て
配
慮
を
行
っ
た
こ
と

」
を
「認

定
こ
ど
も
園
と
し
て
配
慮
し
た
点

」
に
、

「同
一
年
齢
の
子
ど
も
に
つ
い
て
複
数
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
場
合
は、
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
入
す
る
こ

　と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「同
一
年
齢
の
子
ど
も
に
つ
い
て
複
数
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
場
合
は、
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
入
す
る
こ

と

。

　

３
歳
以
上
児
に
つ
い
て
は、

（　

）内
に

「教
育
及
び
保
育
相
当
時
間
利
用
児

」を
内
数
で
記

　載
す
る
こ
と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
五
号
）
中

　
「　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

を

　

様
式
第
四
号
中
「
（第

５
条
関
係

）
」
を
「
（第

６
条
関
係

）
」
に
改
め
、
「運

営
状
況
報
告
書

」

の
次
に
「
（幼

保
連
携
型
以
外

）
」
を
加
え
、

「施
設
設
置
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
　

」　

を

「　
　
　
　

住
所

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　

設
置
者
　主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　
　
　
　
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）印
　

」

「

」

「　

＊　

定
員
数
を

（　

）内
に
記
載
す
る
こ
と

。 

」

改
め
、
「
（別

添
第
３
号
又
は
別
添
第
３
号
の
２

）
」
の
次
に
「・

献
立
表

（１
か
月
分

）
」
を
加
え

、「
（５

）職
員
研
修
報
告
書

（別
添
第
５
号

）
」　

を

「
（５

）職
員
研
修
報
告
書

（別
添
第
５
号

）

　

（６

）決
算
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

に
改
め
、
同
様
式
の
（
別
添
第
一
号
）
中

「利
用
料

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
そ
の
一
と
し

、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様
式
第
三
号
中
「
（第

４
条
関
係

）
」
を
「
（第

５
条
関
係

）
」
に
、

「施
設
設
置
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
　

」　

を

「　
　
　
　

住
所

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　

設
置
者
　主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）

　
　
　
　
　

氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は、

　
　
　
　
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）印
　

」　

に
、
「　年

　月
　日
　第
　号
で
認
定
を
受

け
た
事
項
に
つ
い
て

」
を
「現

在、
設
置
認
可
を
受
け
て
い
る

（認
定
を
受
け
て
い
る

）認
定
こ
ど

も
園
に
つ
い
て、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

法
律
第
29条
第
１
項
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
15条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

」
に
、

「　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

」　

を

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

」　

に
改
め
、

同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
し
、
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

変
更
事
項

変
　
更
　
前

変
　
更
　
後

認
定
こ
ど
も
園
の
種
別

変
更
事
項

変
　
更
　
前

変
　
更
　
後

幼
保
連
携
型
・
幼
稚
園
型
・
保
育
所
型
・
そ
の
他
の
型

認
定
こ
ど
も
園
の
名
称

　

変
　
更
　
日
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様
式
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
八
条
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
四
十
六
号
」
を
「
第
四
十
四

号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
四
十
七
号
」
を
「
第
四
十
五
号
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
四
十
八
号
」
を
「
第
四
十
六
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
五
号
中
「
第
四
十
九
号
」
を
「
第
四
十
七
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第
五
十
号
」
を
「
第
四
十
八
号
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

病
児
保
育
事
業
開
始
届
出
書
（
法
第
三
十
四
条
の
十
八
第
一
項
）
（
様
式
第
四
十
九
号
）

　

十
六　

病
児
保
育
事
業
変
更
届
出
書
（
法
第
三
十
四
条
の
十
八
第
二
項
）
（
様
式
第
五
十
号
）

　

第
三
十
八
条
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
を
削
る
。

　

十
七　

病
児
保
育
事
業
廃
止
（
休
止
）
届
出
書
（
法
第
三
十
四
条
の
十
八
第
三
項
）
（
様
式
第
五
十

一
号
）

　

様
式
第
四
十
四
号
及
び
様
式
第
四
十
五
号
を
削
り
、
様
式
第
四
十
六
号
を
様
式
第
四
十
四
号
と
し
、

様
式
第
四
十
七
号
か
ら
様
式
第
四
十
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
五
十
号
を
様
式
第
四

十
八
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様
式
第
五
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
様
式
第
五
十
二
号
及
び
様
式
第
五
十
三
号
を
削
る
。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


